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 市民後見人の育成等に関する厚生労働省の取組状況について 

（事務連絡） 

この度，厚生労働省から，認知症高齢者等の権利擁護に関する取組を推進するた

め，平成２８年度において，家庭裁判所の管轄する地域等において広域的に市町村

及び関係機関が連携する協議会を設置し，市民後見人の育成及び活用の促進を図る

ことを目的とした「市民後見人育成・活用推進事業」を実施することとした旨の連

絡がありましたのでお知らせします。 

既に市民後見人の育成等に取り組んでいる地方自治体等もあるものと承知してお

りますが，上記事業の実施により，単独で市民後見人の育成等に取り組むことが困

難であった地方自治体等においても，今後，近隣の市町村及び関係機関と連携する

ことにより，市民後見人の育成等の取組が進められるものと考えられます。 

従前から，成年後見制度に関して家庭裁判所が関係機関と適切に連携することの

重要性に鑑み，各家庭裁判所に対し，地方自治体や社会福祉協議会等から講師派遣

や協議会への出席依頼等があった場合には，地方自治体等との相互理解を深めるた

めにも，庁の実情に応じて対応していただくようお願いしているところですが，今

後，上記事業の開始を受け，各家庭裁判所が広域的に市町村及び関係機関が連携す

る協議会への出席依頼等を受けることも予想されます。このような依頼があった場

合についても，市民後見人の育成及び活用の促進が，家庭裁判所における後見人等

候補者の確保や専門職候補者の的確な選任に密接に関係する取組であることを踏ま



え，支障のない限り積極的に対応していただきますよう改めてお願いします。 

なお，先般開催された「市民後見推進自治体研修会」において，当局から，研修

会に参加した地方自治体等の担当者に対し，市民後見人の育成及び活用を促進する

に当たっては，地方自治体等と家庭裁判所が意見交換等を通じて相互理解を深める

ことが重要である一方で，裁判所の中立公平性の観点から，意見交換等を行うため

の協議会の性格や意見交換事項については御配慮いただく必要がある旨を説明しま

した。各家庭裁判所においては，地方自治体等と意見交換等を行う際には，これら

の点を踏まえ適切に対応していただきますようお願いします。 

 


